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           柏原市からの情報提供について 

 
柏原市健康福祉部福祉指導監査課では、介護保険法に基づく事業者の指定ならびに指

導および監査に関する事務を行っております。 
 
 介護保険サービス提供事業者の方々につきましては、ホームページにより法令改正、

通知、新着情報、各種手続き（新規・変更・更新申請）、ならびに指導及び監査などの

情報提供を行っておりますので、「柏原市福祉指導監査課のホームページ」の確認を適

宜行うようお願いいたします。 
  
 

  
 
  

柏原市健康福祉部福祉指導監査課 

    http://www.city.kashiwara.osaka.jp/fukushishido/ 
 
 ○介護保険に関する様式（事業関係）を PDF 形式及び WORD 形式により提供しています。 

（様式の一部は、EXCEL 形式により提供しています。） 
○諸手続（新規・変更・更新申請など）の届出方法や届出書類について掲載しています。 
 

 柏原市健康福祉部高齢介護課 

http://www.city.kashiwara.osaka.jp/koreikaigo/index.html 
 
 
※柏原市のトップページから福祉指導監査課のホームページを表示する場合は、市の 
トップページの左側にある「各課のご案内」の欄の「行政組織図」を選択し、一覧の 
中から「福祉指導監査課」及び「高齢介護課」を選択してください。 
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柏 福 指 内 第 ２ ７ 号 

平成２５年３月１２日 

指定訪問介護事業所 管理者 様 

 

柏原市健康福祉部福祉指導監査課長 

 

指定訪問介護事業所におけるサービス提供責任者の配置基準等について（通知） 

 

平素は、本市介護保険行政にご協力賜わり、厚くお礼申しあげます。 

さて、既に周知されておりますとおり、平成２４年度介護報酬改定に伴い、指定訪問介

護事業所におけるサービス提供責任者の配置基準等が変更となっており、現在は、経過措

置により従来の基準等が認められているところではありますが、平成２５年３月３１日で

当該経過措置が終了となります。つきましては、サービス提供責任者の配置基準について、

再度確認をお願いします。 

確認の結果、変更箇所がある場合は、下記のとおり変更届の提出をお願いします。 

 

記 

 
１．サービス提供責任者配置の確認事項【以下(１)、(２)の２点】 

(１)サービス提供責任者の必要人員数について 

①サービス提供責任者必要配置数 

     〔従来の取り扱い(概要)〕  ※平成２５年３月３１日までの経過措置 

      (a)、(b)いずれかに該当する員数をおくこと 

       (a) 当該事業所の月間の延べサービス提供時間（事業所における待機時間

や移動時間を除く。）が４５０時間又はその端数を増すごとに１人以上 

       (b) 当該事業所の訪問介護員等の数が１０人又はその端数を増すごとに

１人以上 

     〔平成２５年４月１日以降の取り扱い(概要)〕 

      ・利用者の数が４０人又はその端数を増すごとに１人以上 

      ・利用者の数については、前３月の平均値を用いる（前３月の平均値は、暦

月ごとの実利用者の数を合算し、３で除して得た数とし、新たに事業を開

始又は再開した事業所においては、適切な方法により利用者の数を推定す

るもの） 

      ・通院等乗降介助に該当するもののみを利用した者の当該月における利用者

の数については、０.１人として計算 
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    ②届出を要する場合の手続きについて（通常の変更届と同様） 

     サービス提供責任者配置基準の確認の結果、サービス提供責任者の変更がある

場合には、変更届の提出が必要です。 

 

 

(２)２級課程修了者であるサービス提供責任者を配置する事業所の減算について 

    ①概要 

 ２級課程修了者をサービス提供責任者として配置する場合は減算となります

が、平成２４年３月３１日現在、現にサービス提供責任者として従事している

者については、その処遇に配慮する観点から、平成２５年３月３１日までに介

護福祉士の資格取得又は実務者研修、介護職員基礎研修課程若しくは１級課程

の修了が確実に見込まれる旨を届け出た場合は、平成２５年３月３１日までの

間に限り減算の適用を受けないこととする経過措置が設けられています。 

 ２級課程修了者であるサービス提供責任者を配置する事業所の減算について

は、今後発出される厚生労働省の告示及び通知等により最終的に確定し、その

告示等によっては取り扱いが変更されることもありますので、ご留意ください。 

 なお、看護師・准看護師をサービス提供責任者として配置する場合の取扱い

については、減算対象から除くこととなる予定です。 

 

    ②届出を要する場合の手続きについて（通常の変更届と同様） 

     ○平成２５年３月３１日までにサービス提供責任者が介護福祉士の資格取得又

は該当の研修課程を修了している場合の届出事項（既に変更届を提出済みの

事業所については届出不要） 

      ・変更届連絡票 

      ・変更届出書（様式第４号） 

       ※サービス提供責任者の氏名及びその資格を変更前・後に記載 

      ・指定に係る記載事項（付表１） 

       ※事業所欄、サービス提供責任者欄に記載 

      ・資格を証する書類の写し（原本証明要） 

       ◆介護福祉士 

        介護福祉士登録証（登録証未交付の場合は、介護福祉士国家試験合格証

を提出し、後日登録証を提出） 

       ◆実務者研修、介護職員基礎研修課程又は１級課程 

        研修課程修了証明書（修了証明書未交付の場合は、全カリキュラムを修

了していることを確認できる書面を提出し、後日証明書を提出） 
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     ○平成２５年３月３１日までにサービス提供責任者が介護福祉士の資格取得又

は該当の研修課程を修了していない場合の届出事項 

      ・変更届連絡票 

      ・変更届出書（様式第４号） 

       ※介護給付費算定に係る体制等の状況 

        サービス提供責任者体制  減算なし → 減算あり 

                    （変更年月日 平成２５年４月１日） 

      ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

       ※サービス提供責任者体制  減算あり 平成２５年４月１日～ 

 

    ③届出期限 

     平成２５年４月１５日（月）午後５時 必着 

 

２．届出を要する場合の提出書類 

    変更届の提出が必要な場合は、柏原市福祉指導監査課のホームページに掲載して

いる様式で提出をお願いします。 

 

  ＜柏原市健康福祉部福祉指導監査課ホームページ＞ 

    http://www.city.kashiwara.osaka.jp/fukushishido/ 

 

 

 

 

 

【問合せ先・担当】 
 〒582-8555 大阪府柏原市安堂町 1-55 
  柏原市 健康福祉部 福祉指導監査課（窓口 28 番） 
  ＴＥＬ 072-971-5202（直通） 
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柏 福 指 内 第 ２ ８ 号 

平成２５年３月１２日 

 

指定（介護予防）福祉用具貸与事業所 管理者 様 

指定特定（介護予防）福祉用具販売事業所 管理者 様 

 

柏原市健康福祉部福祉指導監査課長 

 

指定（介護予防）福祉用具貸与・特定（介護予防）福祉用具販売事業所における 

個別計画の作成について（通知） 

 

平素は、本市介護保険行政にご協力賜わり、厚くお礼申しあげます。 

さて、既に周知されておりますとおり、平成２４年度報酬改定に伴う見直しにより、福

祉用具貸与及び特定福祉用具販売について、利用者に応じた福祉用具の選定や介護支援専

門員等との連携を強化するため、福祉用具貸与事業者及び特定福祉用具販売事業者に対し、

利用者ごとに個別サービス計画の作成が義務付けられました。（ただし、平成２４年４月１

日以前に福祉用具貸与事業所及び特定福祉用具販売事業所の指定を受けた事業者は、平成

２５年３月３１日までの間に、当該事業所の全ての利用者に係る福祉用具サービス計画を

作成する経過措置あり。） 

 つきましては、再度基準等を確認していただき、全利用者に対する個別サービス計画が

未作成の場合は、平成２５年３月３１日までの経過措置期間中に全利用者に対し個別サー

ビス計画の作成、利用者の同意・交付等の手続きを行っていただきますようお願いします。

また、上記改定に伴い、対象事業所においては、運営規程や重要事項説明書の該当部分の

変更など所要の措置が必要となりますので、ご対応をお願いします。（福祉用具専門相談員

の業務内容等） 

 福祉用具サービス計画書の様式につきましては、各事業所で定めたもので差し支えあり

ませんが、以下の事項については、最低限記載が必要です。なお、一般社団法人全国福祉

用具専門相談員協会が提案する「福祉用具個別援助計画書」等を適宜参考にしてください。 

 

＜最低限必要である事項（平成２４年度介護報酬改定に関する関係Ｑ＆Ａ H24.3.16）＞ 

  ・利用者の基本情報（氏名、年齢、性別、要介護度等） 

  ・福祉用具が必要な理由 

  ・福祉用具の利用目標 

  ・具体的な福祉用具の機種と当該機種を選定した理由 

  ・その他関係者間で共有すべき情報（福祉用具を安全に利用するために特に注意が必

要な事項、日常の衛生管理に関する留意点等） 
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＜参考＞ 全国福祉用具専門相談員協会ホームページ 

      http://www.zfssk.com/youshiki/kobetsu.html 

 

【問合せ先・担当】 
 〒582-8555 大阪府柏原市安堂町 1-55 
  柏原市 健康福祉部 福祉指導監査課 
  ＴＥＬ 072-971-5202（直通） ＦＡＸ 072-970-3081 
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柏福指内第１９号 

平成２５年２月１８日 

 

指定居宅介護支援事業所 管理者 様 

 

柏原市健康福祉部福祉指導監査課長 

 

居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について（通知） 

 

平素は、本市介護保険行政にご協力賜わり、厚くお礼申しあげます。 

さて、標記の件について、毎年９月（前期）、３月（後期）に特定事業所集中減算に該当

しないか「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」で確認していただ

いております。その結果、特定事業所集中減算に該当した場合は、毎年期日（平成２４年

度後期判定分は平成２５年３月１５日(金)）必着で、「居宅介護支援における特定事業所集

中減算チェックシート」を提出してください。 

なお、特定事業所集中減算の確認は、毎年度２回（前期・後期）行っていただく必要が

あり、減算対象となる場合は、必ず期日までに報告いただきますようお願いします。提出

していただいたチェックシートの理由が、正当な理由の範囲に該当するかどうかについて

審査し、後日結果をお知らせします。 

また、平成２４年度後期判定分（平成２４年９月から平成２５年２月末まで）について

は、従来からの様式でチェックシートを作成していただきますが、平成２５年度（平成２

５年３月１日以降）からチェックシートの様式が変わりますのでご留意ください（別紙参

照）。 

報告期日、届出方法や様式等の詳細につきましては、市福祉指導監査課ホームページで

お知らせしますので、参照してください。 

 

  福祉指導監査課ホームページ 

http://www.city.kashiwara.osaka.jp/fukushishido/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ・提出先】 
 〒582-8555 大阪府柏原市安堂町 1-55 
  柏原市 健康福祉部 福祉指導監査課 
  TEL 072-971-5202（直通） FAX 072-970-3081 
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＜別紙＞ 

 

 

平成２５年度特定事業所集中減算 新様式の取扱いについて 

 

 

【様式変更箇所】 

  ◆「９０％を超えている場合の正当な理由」の（３） 

   （３）に該当する場合は、事業所において、利用者の希望等を勘案したことを記録と

して残していただくことが必要になります。 

 

【（３）に該当する場合の記録】 

  ◆全利用者の希望等を勘案し、新様式に記載した要件を満たす記録を取り、事業所に

おいて保存してください。 

  ◆現にケアプランがあり、サービス提供を開始している利用者に対しても、記録を保

存する必要があります。（従来の様式においても、利用者の希望を勘案していること

が要件となっていますので、その時の経過を記録して保存。） 

  ◆ケアプランの変更時等、利用者に対するサービスを検討する際には、利用者の希望

等を勘案し、記録してください。 

 

【記録方法】 

  ◆記録方法・様式については特段定めておりませんが、支援経過やサービス担当者会

議の記録等に、利用者の希望等を勘案したことが確認できるように記録してくださ

い。 

 

【減算について】 

  ◆利用者の希望等を勘案したことが確認できる記録が保存されていない場合は減算と

なりますので、（３）に該当する事業所におかれましてはご注意ください。 
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（別紙様式）

居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート（提出用　兼　保存用）
平成 年 月 日

柏原市長　　様

判定期間　平成  年度（　前期　・後期　）

3月 4月 5月 6月 7月 8月 計(A)

9月 10月 11月 12月 1月 2月 計(A)

②紹介率

最高法人

　　月  月  月   月   月    月 計(B)

③割合（B÷A×100） 単位：％

④９０％を超えている場合の正当な理由(該当する理由に○印を記載して下さい）

（３）

ア）

イ）

3月 4月 5月 6月 7月 8月 計(A)

9月 10月 11月 12月 1月 2月 計(A)

②紹介率

最高法人

　　月  月  月   月   月    月 計(B)

③割合（B÷A×100） 単位：％

通
所
介
護

利用者の希望を勘案した場合（ただし、事業者が不当な誘導等によって、利用者の自由な選択を
阻害していると認められる場合を除く）でアかつイを満たしている。

訪
問
介
護

①訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数

①通所介護を位置づけた居宅サービス計画数

紹介率最高法人の事業所が位置づ
けられた居宅サービス計画数

印

紹介率最高法人の事業所が位置づ
けられた居宅サービス計画数

前期
後期

前期
後期

（２）判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合

法人の住所

事業所名１（事業所番号）

　電話番号

法人の住所

　法人名

　代表者の職・氏名

事業所名１（事業所番号）

事業所名２（事業所番号）

事業所名３（事業所番号）

事業所名４（事業所番号）

　事業所番号

　事業所名

　事業所住所　　

法人の名称

（１） 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に、特定事業所集中減算の対象となるサービス
　　　事業所が各サービスごとでみた場合に、５事業所未満である場合

アセスメントに基づき、利用者が希望するサービス、地域等に合致した事業所について、事業所一
覧表や「情報の公表制度」等により検索した複数の事業所を提示し、それぞれの地理環境、特筆す
べきサービス事業の内容を説明したことを記録している。

利用者からの希望及び当該事業所を選択した理由を確認し、事業所において文書で記録している。

事業所名２（事業所番号）

前期

後期

前期

後期

法人の名称

事業所名３（事業所番号）

事業所名４（事業所番号）
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④９０％を超えている場合の正当な理由(該当する理由に○印を記載して下さい）

（３）

ア）

イ）

3月 4月 5月 6月 7月 8月 計(A)

9月 10月 11月 12月 1月 2月 計(A)

②紹介率

最高法人

　　月  月  月   月   月    月 計(B)

③割合（B÷A×100） 単位：％

④９０％を超えている場合の正当な理由(該当する理由に○印を記載して下さい）

（３）

ア）

イ）

※２　いずれかのサービスの割合が９０％を超えているときは、この書類と返信用封筒（８０円切手貼付）を、柏原市健康福祉部
　　　福祉指導監査課に提出してください。（審査結果を受け取りに来庁される場合は返信用封筒不要）

通
所
介
護

利用者の希望を勘案した場合（ただし、事業者が不当な誘導等によって、利用者の自由な選択を
阻害していると認められる場合を除く）でアかつイを満たしている。

利用者の希望を勘案した場合（ただし、事業者が不当な誘導等によって、利用者の自由な選択を
阻害していると認められる場合を除く）でアかつイを満たしている。

①福祉用具貸与を位置づけた居宅サービス計
画数

記入者職･氏名

前期
後期

（２）判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合

（２）判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合

アセスメントに基づき、利用者が希望するサービス、地域等に合致した事業所について、事業所一
覧表や「情報の公表制度」等により検索した複数の事業所を提示し、それぞれの地理環境、特筆す
べきサービス事業の内容を説明したことを記録している。

利用者からの希望及び当該事業所を選択した理由を確認し、事業所において文書で記録している。

※７　記載された理由が正当な理由に該当するかどうかは、柏原市が適正に判断します。

※３　提出期限は前期は９月１５日、後期は３月１５日です。

（１） 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に、特定事業所集中減算の対象となるサービス
　　　事業所が各サービスごとでみた場合に、５事業所未満である場合

事業所名４（事業所番号）

後期

前期

アセスメントに基づき、利用者が希望するサービス、地域等に合致した事業所について、事業所一
覧表や「情報の公表制度」等により検索した複数の事業所を提示し、それぞれの地理環境、特筆す
べきサービス事業の内容を説明したことを記録している。

利用者からの希望及び当該事業所を選択した理由を確認し、事業所において文書で記録している。

※４　この書類は５年間保存する必要があります。（90％を超えていない場合についても保存する必要があります）

※５　欄内に書き切れないときは、別の紙を利用して書き足してください。

※６　チェックシートは事業所ごとに作成してください。法人単位ではありません。

（１） 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に、特定事業所集中減算の対象となるサービス
　　　事業所が各サービスごとでみた場合に、５事業所未満である場合

※１　判定期間の前期とは、３月１日から８月末日まで、後期とは９月1日から２月末日までの期間となります

福
祉
用
具
貸
与

法人の名称

法人の住所

紹介率最高法人の事業所が位置づ
けられた居宅サービス計画数

事業所名１（事業所番号）

事業所名２（事業所番号）

事業所名３（事業所番号）
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蝿な採雛毒の基輔な考え方

(1)人を人としてみる

世界人権宣言は、「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等

である。人間は、理性と良心とを授けられており、同胞の精神をもって互に行動しなければならない」

とうたっていますb

また、日本国憲法は、すべての人に職業選択の自由を保障していますb求職者にとうて､｢紺蔑」は生
活を左右するものであることはもちろん､その労働を通じて社会生活やfefc会活動に参加し$自己実現を図

る極めて重要なものです6

，一方､企業にも、採用方針や採用基準､採否の決定など採用の自由が認められていますb企業における

「人（労働力)」の問題も、その事業の盛衰に大きな影響を及ぼす重大事であることは言うまでもないこ

とですb

しかし､企業に採用の自由があるからといって､不当な求人条件を出したり、選考時に何を聞き何を書
かせてもよいというものではありませんb応募者の基本的人権を侵す採用の自由は認められていませんb

自分の人権のみならず他人の人権についても正しく理解し､その権利行使に伴う責任を自覚して､人権
を相互に尊重しあうこと､すなわ

ることが必要ですも

ち人を基本的人権を有する人としてみる人間尊重の精神をもって選考す

②特定の人を排除していないか

職業選択の自由すなわち就職の機会均等ということは､誰でも自由に自分の適性や能力に応じて職業を
選べるということですが､そのためには､雇用する側が翻りのない公正な採用選考を行うことが大切ですb
採用方針､採用計画のなかで、同和関係者､在日韓国･朝鮮人など特定の人を結果的にしても排除して

しまうというのは、そこに予断と偏見とが大きく作用しているからですo
また､親の月蝶や家庭伏況等を選考･採用のポイントとして考えることは､非合理的､因習的な考え方

ではないでしょう力も

応募者の適性･能力を基準として、合理的な選考によって客観的に判断されなければなりませんb

⑬）応募者に広く門戸を開く

誰でも欠点や短所がありますが、その人にしかなし持ち味､活かしうる価値を持っているものですb
応募者の適性･能力を表面的に判断せず､潜在的な能力や採用後の教育訓練による可能性を積極的に見

いだすような配慮も必要ですb

また､障がい者､高年齢者､女性及び外国人の雇用なども念頭に置きながら、従業員一人ひとりの能力
を十分に活かす､働きがいのある充実した職場にしていくことが肝要ですb

‐1‐
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履歴書などの応募書類において、本籍･出身地・学歴、家族構成・学歴・職業等の家族状況、住居状況、

生活環境､思想､生活信条､宗教等の就職差別につながるおそれのある事項について記載を求めることのな
いよう、予め定められた適正な様式で提出を求めるようお願いします。

(1)新規中学校･支援学校中等部卒業者

新規中学校･支援学校中等部卒業者の応募書類については､大阪府では､公正採用･雇用促進会議(旧；

中学校進路保障専門委員会）の協議によって定められた「④職業相談票［乙]」を使用していますb

また､他府県からの応募書類については､厚生労働省､文部科学省協議のもとに全国的に決められた職

業相談票［乙]」を使用していますb

②新規高等学校。支援学校高等部卒業者

新規高等学校･支援学校高等部卒業者の応募書類については､大阪府では､近畿高等学校進路指導連絡

協議会で定められた統一応募書類（近畿統一応募用細を使用していますb

また全国的には厚生労働省､文部科学省及び全国高等学校長協議会の協議によって｢全国統一応募用

細を使用していますb

③新規大学･短期大学･高等専門学校卒業者

新規大学等卒業者（大学、短期大学、高等専門学校卒業者）については、「新規大学卒業者用標準的事

項の参考例｣または個々の大学等が､公正な採用選考に資するために作成した応募書類を使用していますb

④大阪府立高等職業技術専門校及び大阪障害者職業能力開発校修了者

府立高等職業技術専門校及び大阪障害者職業能力開発校修了者の応募書類については、「大阪府立高等

職業技術専門校等統一様式」を使用していますも

(5)一般求職者

一般の採用に当たっては、日本工業規格(JIS規格)で定められた市販履歴書膜準的参考例〕を使用

してくださ恥

《問題の多い社用紙・エントリーシート等》，

社用紙(企業独自作成の履歴書等)や最近のｲﾝﾀー ﾈｯﾄ求人で見られるエントリーシート､さらには面接時

の事前質問用紙などにおいて､本籍’出身地･学歴､家族状況､住居状況等や思想､生活信条､宗教等の就職

翻りにつながるおそれのある質問項目が設けられている問題事象例が数多く報告されていますも

履歴書等の応募書類をはじめ､応募･選考段階で求める様々 な関係書類において､こうした質問項目を設け
．；，,.､.,.

ることのないようお脚､します。i≦J

◆本籍出身地･学歴J

同和関係者等に対する就瑞瑳捌に大きな影響を与えるものであり､また､帰省先の記入等を求めることも出生

地の把握に繋がるおそれがありますbさらに最近は､本人の学歴についても最終学歴のみの記入でよいとする

企業もあるなど､採用選考上､必要のない個人情報を収集することにもなることを認識しなければなりません。
◆識伏況(雑の構成､鞭､賄僕､収入等）

家族状況に関する質問は本人の能力･適性に関係のない事柄であるだけでなく､求職者によっては答えにく

い､または答えたくないことを求めることにもなりますb

また､蒜状況から本人の人物像を評価することは､繊維別につながるものですb

◆住居状況､生活環境等に関することd

これらの質問から､本人の資産状況や生活水準を推察し評価することは､就職畠錫Uにつながるものですb

◆思想､生活信条､宗教等(｢支持政党｣｢尊敬する人物｣｢購読新聞｣｢愛読書｣鞘

ごれらは､憲法で保障された個人の自由権に属する事項であり､これらを採用選考に持ち込むことは、

基本的人権を侵すことであり厳に慎むべきことですb

－2‐

Ｆ
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戸識書“本嘩出を鋤三三と'弐参正採用選者
'.･:で.‘:､津･‘'デ･《f‘J､亀一-.J．:

1：‘.(.~ざ．‘;診-‘‘､：．、‘

に反十します
．一‐－k．-1-,、．．i‐

●

人を雇う際、本籍を書かせたり、戸潮巻(柳本を求めたりすることは、本人の「うまれ」「ところ」等の

就職差別につながる項目を調べることになりますb特に同和関係者に対する識IJは「うま刺「ところ」に

関する識IJであるともいえ､歴史の実態として､戸籍膳(柳本が割りの具体的な道具として使われたことを

はっきりと認識し、戸籍謄(柳本を求めないようにしてください。

また、採用内定後であっても、戸籍に関する書類(戸籍膳(柳本､住民票等）について、「うまれ」「とこ

ろ」を知ることにより不適正な取扱いが生じる恐れもありますb住所､氏名、生年月日、扶養家族の有無等

の確認や福利厚生等の各種手当の支給申請に係る項目等の確認は、「住民票記載事項証明割（外国籍の方の

場合は「登録原票記載事項証明書｣）により十分確認できますも

戸籍に関する書類は､入社後においても画一的に提出を求めず､労働者の権利義務確認のために必要な時

点で､その内容，目的を事前に十分本人に説明のうえ提出を求め､確認後速やかに返却するようにしてくだ

さい。

「部落地名総鑑」事件

事件の概要

昭和50(1975)年11月、全国の同和地区の地名、所在地、世帯数、職業などが記載された謡U図書の存在

が､匿名の投書によって発覚しました。同種の9種類の図書力判明しており、1冊5千円から5万円という

高価な値段で売りさばかれていました。

ことがわかり、国会でも取り上げられるな

ど全国的に大きな社会問題となりました。

この事件に対し､総理府総務庁長官や労働大臣が遺憾と決意の談話を発表し､また､12省庁事務次官連名の要請

文を経団連等経済6団体に送付して、企業の部落問題解決のための社会的責任の遂行を求めました。

「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」違反事件
事件の概要

平成10(1993年7月に、府内の調査業者2社が、企業から依頼された応募者の調査に際して、条例に違反した

部落差月I鯛査を行っていたことが発覚しました。

また、当該調査会社は、「思想」「宗勃「家族の状況｣など公正な採用の観点から問題となるおそれのあ

る事項について収集･報告したり、この調査会社との取引関係のあった企業の中にもこうした事項を依頼
していたり、依頼していなくても問題意識なく報告を受け取っていた企業もあったことが判明しました。

さらに､調査業者に応募者の情報を提供する際､履歴書の写しをFAX等で提供している企業が多数あるなど､大

阪府個人情報保護条例の趣旨が十分尊重されていなかったことも判明していますb

｢公正な採用面接」に向けたチェックポイント

｢公正な採用面接｣を柿ためには､次のﾁｪｯｸボｲﾝﾄを参考にして取り組んでください。
口求める人材・採用方針が確立されているか

口面接によって判断する目的が明らかになっているか

口面接マニュアルが作成されているか

（面接方法、客観的な評価基準に対応した質問項目の事前準備・人権チェック等）
口面接担当者全員の「公正採用選考」に向けた研修と事前の意思統一はされているか等

‐3‐
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能力･適性に関係のない｢本人に責任のない事項｣を質問などすることは､｢公正な採用選考｣に反しますb

特に高校生や大学生等が採用面接時にあった問題事象報告においても、「本籍･出生地・学歴に関すること」

「家族に関すること（家族の構成、家族の学歴･職業、家族の収入など)」「住居･住居環境に関すること」

についての質問など、「本人に責任のない事項」に関わる問題事象が数多く報告されていますb

これらの事柄に関する質問については､面接時に行うことはもとより、会社独自の履歴書やインターネッ

ト求人で見られるエントリーシート､会社説明会等で配布されるアンケートにおいて､記載項目として設け

ることも「公正な採用選考」に反する問題事象となりますb

また、思想･信条や宗教など｢本来、自由であるべき事項」についても同様に､;面接時に質問することや

応募提出書類等の質問記載項目とすることは問題事象となりますb

く就職差別につながる質問項目＞

体人に責任のない事｡割

①本籍や生い立ち、出生地、学歴に関すること。

②家族構成や家族の学歴・職業・地位・収入など、家族に関すること。

③住宅状況、生活環境・家庭環境に関すること。

［本来、自由であるべき事凋

④宗教に関すること。

⑤思想･信条に関すること。伎持政党、尊敬する人物、社会運動､購読新聞・愛読書など）

駕駕蕊塞簿震鮮笠寧J宝霧毒毒舟
男女雇用機会均等法では､労働者の募集及び採用における性別を理由とする差別を禁止し､男女均等な取

扱いを求めていますb従って採用面接においても､男性または女性を排除あるいは敬遠しているかのような

質問発言等は、公正な採用選考偶女雇用機会均等渦に反しますb

く男女雇用機会均等法に違反する事項＞

●（女性に対してのみ）結婚・出産後も働くことの意志や恋人・結婚予定の有無を質問する。

＊本来、男女問わず上記事項を質問すること自体が、公正な採用選考にも反しますも

●男性に対してのみ、または女性に対してのみ残業､休日出勤、転勤等が可能かを質問する。

＊労働条件の事前確認のため、応募者全員を対象に質問することを妨げるものではありませんb

●男性または女性を敬遠しているかのような質問、発言をする。

●セクシュアルハラスメントと思われる質問･発言をする。

例；「ミニスカートを履くように」と発言する、恋愛経験の執勘な質問等）

＊男女雇用機会均等法では､事業主に対し､セクシュアルゾ､ラスメント防止の雇用管理上の措置義務が課されてお

り、採用面接についても同様の趣旨の対応が求められますも

●女性と男‘性と異なった面接を行う。（面接回数､男女別集団面接、集団面接一男'性のみ質問）
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男女雇用機会均等法では､労働者の募集及び採用における性別を理由とする識IJを禁止し､男女均等な取

扱いを求めていますb男女のいずれかを排除することも､男女のいずれかを優先することもできませんbまた、

採用選考基準を男女で異なるものとすることや､求人情報の提供を男女で異なることも禁止されていますも

く男女雇用機会均等法に違反する募集要件とは？＞

●「男性のみ」または「女性のみ」の募集。

●男女別に採用予定人数を設定すること。

●男女で異なった年齢制限を設けること。

●「営業マン」「ウエイトレス｣など、男性または女性を表す名称で募集職種を表記する。

●会社案内や募集要項等において、「男性歓迎」「女性向き」等の表示をするd

＜男女雇用機会均等法に違反する就職情報提供とは？＞

●「会社案内」等の資料を女性には送付しないなど、男女で対応が異なる。

●男女別に会社説明会を開催する。．

＜男女雇用機会均等法に違反する面接（前頁参照）＞

健康診断について､その必要性を慎重に検討することなく採用選考時に実施することは､応募者の適性と

能力を判断する上で必要のない事項を把握する可能性があり､結果として就職差別につながるおそれがあり
ますb特に、採用選考時のいわゆる「血液検査」「色覚検査｣等の健康診断については、一律的に実施する
ことなく､職務遂行能力の有無の判断に必要不可欠である場合以外は実施しないようにしてくださVちまた、

実施する際には、応募者に対して事前に検査項目や目的を十分説明するようにしてください。

－5‐
-15-



身元調査とは､応募者の居住する地域などを訪問して､応募者本人の適性と能力に関係のない本籍･出生

地、家族状況、思想･信条などの社会的割りにつながる個人情報（センシティブ情報）を調べることですb

また、面接時に自宅附近の状況や家庭環境について聞くのも身元調査に当たります6

こうしたセンシテイプ情報を調査し､従業員の採用選考に資することは､応募者の適性･能力に何ら関係

のない事柄を採用基準とすることになり、このような基準により採否を決めることは､公正な採用選考の趣

旨に反するばかりか、就職差別につながることになりますb

深~~/こ際しての身一“ば絶

就端}受験に係る問題事象報告の取り組み

大阪府内の｢中学校､高等学校､大学や高等職業技術専門校等や大阪府が関わる公的職業紹介機関(学校・

大学等)」では、就職試験における本人の適性・能力に関係のない不適切な質問等の問題事象を把握するた

めに､生徒･学生･求職者から問題事象の報告（｢就職受験報告謝等)を求める取組みが行われていますb

生徒･学生･求職者から報告された就職差別につながるおそれのある問題事象については､関係行政機関

が連携して、当該事業所に対して事情聴取や必要な是正指導を行うこととしています6

問題事象報告改善措置依頼 行政牌馨亭依頼

守一子
求人 会 社。団体

－6‐
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j駕謹爵曝露鱈潔好奇準”=華亭
〔同和問題と公正採用選考の歩み〕

昭和40(1965)年の内閣同和対策審議会答申では､同和関係者への就職差別について畷：業選択の自由、

すなわち就職の機会均等が完全に保障されていないことが特に重大である」と問題指摘され､その後､数

多くの就職差別の実態が明らかにされる中、昭和46(1971)年に近畿高等学校統一応募用紙が策定されま

した｡統一応募用紙の取り組みは､全国的にも全国統一応募用紙として拡がると共に､数回の大きな様式

見直しを経て今日に至っていますb

また、昭和50(1975)年には部落地名総鑑事件が発覚し、その反省も踏まえて昭和52(1977)年にI企業

内同和問題研修推進員制度｣が設置され､平成9(1997)年には｢公正採用選考人権啓発推進員制度」とし

､て名称変更し､より幅広く企業における公正な採用選考の確立と人権研修に取り組むものとして今日に引

き継がれています.(次頁参照）

このように公正採用選考の歩みは､同和問題の解決に向けた取り組みの中で進められてきたものともい

え､今後とも、同和問題の角歌のために企業･行政などが協同して差別につながらない公正な採用選考シ

ステムを確立していくことが必要ですb

〔障がい者や難病を抱えている人々 と「公正採用選考｣〕
障がい者や難病を抱えている人々 の採用に際しては､仕事をする上で何ら支障がないにも関らず､障が

いや難病があるというだけで採用から排除したり、｢障がいの種類や程度などの条件｣を付することのない

ようにしてください｡また､採用後においても障がい者等が継続して働けるよう､職場適応等にも配慮して
くださし＄

なお、障がい者雇用においては「障害者雇用率制度」が設けられており、事業主は、常用労働者中に占める

身体障がし渚､知的障がい者又は精神障がい者の割合が塑韮以上であるよう定められていますb
【陸轄者雇用促進法43条】

〔在日外国人と「公正採用選考｣〕

＜在日韓国・朝鮮人と「公正採用選考」＞

在日韓国･朝鮮人の方々 には、「特別永住」という法的地位が与えられており、我が国で就職するに際
して何の制限もありませんb

近年､在日韓国･朝鮮人に対する就職の門戸は､徐々 に開かれてきてはいるものの、憾客や職場内で
問題が起こらない人の方がよい」などといった理由で採用選考から排除することは、民族の違いによる
就職差別となりますb

また､在日韓国･朝鮮人に対する差別と蔑視がある中で､日常生活において多くの人々 が本名を隠し、
通名を使わざるをえないという現実もありますbこうした状況の中でも本名で働きたいという人に対し
て、その希望を受け入れることは当然のことであり、企業が雇入れに際し通名の使用を求めたり弓飾りす
ることは、民族的自覚と誇りを傷つけるなど、人権を侵害することになりますb

＜外国人労働者と「公正採用選考」＞

外国籍の方々 については、その在留資格により、日本国内で働くことが認められる場合と認められない場合
がありますが、入国管理法等で認められた就労の範囲で行う外国人労働者の採用についても、当然のことなが

ら、適性・能力等を基準に選考するなど、公正な採用選考に努めなければなりませんb

また、外国人労働者が国内で就労する限り、国内の労働関係法令が適用されます

なお、外国人労働者の雇入れ時､離職時における就労資格等の確認､及び雇用状況の届出が平成19（2007）
年10月より義務付けられています6便．10参照）

‐7‐
-17-



〔公正採用選考人権啓発推進員の選任をお願いします！〕

企業の皆様方が人権問題を正しく認識し､応募者本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を行ってい

ただくため、大阪府及び厚生労働省大阪労働局では、「大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱」並

びに｢大阪労働局公正採用選考人権啓発推進員設置要綱｣を定め､適正な採用選考システム等の確立等に、

中心的な役割を果たす担当者として､事業所内に｢公畷用選考人権啓発推進員(以下｢推進員｣という｡)」

の設置をお願いしていますb

〔｢推進員」の主な役割とは？〕

選任された｢推進員｣の方々 には､各種研修会等へ積極的に鋤pするなど、自己啓発に努めていただく

と共に、主に次の役割を果たしていただくよう、お願いしますb

①企業内の公正な採用選考制度の確立と、人権問題への取り組みを推進する人事管理体制の整備等に

向けて中心的な役割をお願いしますb

②従業員に対し、同和問題をはじめとする人権問題についての正しい醐累と認識を深めていくため、

研修計画の策定及び実施に関して中心的な役割をお願いしますb

③関係行政機関との連絡窓口をお願いしますb

〔対象となる事業所は？〕

①常時使用する従業員鋤325人以上の事業所について、「推進員」の設置をお願いします6

胆し、工場､支店、営業所等については人事権幌用櫓を有する事撤）

②①の他、大阪府知事または公共1蝶安定所長が管轄する地域において、推進員を選任することが適

当であると認める事翻i

＊特に大阪府においては、公益性の高い社会福祉法人、医療法人、学校法人や、事業として個人

情報を取り扱うことの多し端撲紹介事業者や結婚紹介事業者等については、25人未満事業所で

あっても「推進員」の設置をお願いしていますb

〔｢推進員」選任または変更の届出手続きは？〕

P.14の所定様式により管轄の公共職業安定所へ提出することにより、管轄公共職業安定所長､及び大

阪府知事への届出となりますb

〔従業員に対する人権啓発研修の届出〕

従業員に対する人権啓発研修計画を策定した時､及び従業員に対して人権啓発研修を実施した時は、

大阪府知事に報告してくださし＄

〔開旺･鯛)f修jの受溝を捌創,､しますn

大阪府では､厚生労働省大阪労働局と共催して毎月（二日間)、公正採用選考人権啓発推進員｢新任･基礎

研修｣を開催していますb新たに｢推進員｣として選任された方､または以前から｢推進員｣に選任されて

いても、この研修を受講されていない方は、ぜひ受講していただきますようお願いしますも

＊日程等、詳しくは大阪府ホームページ「採用と人権」[http://www.pref.osaka.jp/roseiAoseisaiyo/index.html]

をご参照くださし＄

｢公正採用選者人権啓発推進員制度」に関するお問合せ先

大阪府商工労働音曜用推進室労政課

労攻･柵妙 1ﾉヲ 06-6210-951*

厚生労働省大阪労働局職業対策謀

06-4790-6310

－8‐

管轄の各公共職業安定所．

＊この冊子…§
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ﾛ…5条の4鯛:猪靭個人儒剛Ⅷ,1と、こｵ1に基づく労槙肱圏訓

【職業安定法第5条の4】では､労働者の募集業務の目的の達成に必要な範囲内で、労働者になろうとす

る者等の個人儲艮を収集、保管､使用しなければならない旨規定しています6

職業安定法（抄）
(求職者等の個人情報の取扱い1

第5条の4公共職業安定所等は、それぞれ､その業務に関し､求職者､募集に応じて労働者になる；
とする者又は供給される労働者の個人情報（以下この条において「求職者等の個人情報」という｡！
を収集し､保管し､又は使用するに当たっては､その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の
個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない。（以下卿

＊「公共月蝶安定所等」には、求人企業､職業紹介事業者も含まれます6

〔労働大臣指針『求職者等の個人情報の取扱い｣〕【平成11年労働省告示第141号1

◆次の個人情報の収集は原則認められません。

○人種､民族､社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事正
＜具体的には＞

･家族の職業､収入､本人の資産等の情報

容姿､スリーｻｲス等差捌的評価につながる情報等

○思想及び信笥

＜具体的には＞

人生観生活信条､支持政党､購読新聞･雑誌､愛読書等
○労働組合への加入状況

＜具体的には〉

･労働運動､学生運動､消費者運動その他社会運動に関する情報零
◆個人情報を収集するには

の

ロ

○本人から直接収集すること‘

○本人以外から収集する時は、本人の同意を得たうえで収集すること。

◆違反したときは

○違反行為をした場合は、職業安定法に基づく改善命令を発出する場合があります。
○改善命令に違反した場合は、罰則（6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金）が科せられる場合も

あります‘

-9．
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～ 人権尊重の社会づくりのために ～ 
21 世紀は「人権の世紀」と言われています。しかし、私たちが生活している社会では、部落

差別をはじめ、女性、在日外国人、障がい者等に対する差別が今なお存在しています。 

 企業においては、その社会的責任を自覚し、公正な採用を促進するとともに、公正な配置、昇

進など事業所内において人権尊重を確保するよう求められています。 

 一人ひとりの人権が尊重される明るい社会を築くために、ぜひあなたの企業も柏原市企業人権

連絡協議会へご加入ください。 

柏原市企業人権連絡協議会とは、公正採用選考人権啓発推進員 

(裏面参照)設置事業所を中心に結集し、企業の相互連携を図り、 

企業の立場から主体的に同和問題をはじめとする人権問題に関して幅広い啓発活動を進めるた

めの組織です。 

 管轄のハローワーク（公共職業安定所）、労働基準監督署などの関係行政機関と協力しながら、

研修会、交流会の開催などを行っています。 

 平成 24年（2012年）現在、大阪府内で 37の地域連絡会が組織され、6,650の事業所が加入さ

れています。 

☆相 談 サ ー ビ ス  ⇒ 事業所内での人権研修の取組みに関して、総合的かつ継続的に相

談・助言に応じます 

☆講 師 の 提 供 ⇒ 人権研修講師の派遣や研修テーマに応じた講師情報を提供します。 

☆各種研修事業の提供 ⇒ 人権研修担当者や幹部社員などを対象に、次の研修を提供します。 

   ・人権研修リーダー養成講座 

   ・人権に関する啓発講演会、研修会、スポット講座 など 

☆研修教材等の提供  

☆え せ 問 題 相 談  ⇒ 「えせ行為」への対応、事業所内での取り組みなどの相談に応じます。 

☆人権関係の情報提供 ⇒ 他団体での研修会、法律、社会の動きなど、人権に関する有用な資    

 料・情報を提供します。 

 

 

下の問い合わせに連絡をお願いします。 

柏原市企業人権連絡協議会事務局 柏原市市民部人権推進課 

問い合わせ   ＴＥＬ  ０７２－９７２－１５４４（直通） 

               ＦＡＸ  ０７２－９７２－２１３１ 

               Ｍａｉｌ jinken@city.kashiwara.osaka.jp 
-20-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 企業の皆様方が人権問題を正しく認識し、応募者本人の適正と能力に基づく公正な採用選考を

行っていただくため、大阪府及び厚生労働省大阪労働局では、「大阪府公正採用選考人権啓発推

進員設置要綱」並びに「大阪労働局公正採用選考人権啓発推進員設置要綱」を定め、適正な採用

選考システム等の確立等に、中心的な役割を果たす担当者として、事業所内に「公正採用選考人

権啓発推進員（以下「推進員」という。）」の設置をお願いしています。 

 選任された「推進員」の方々には、各種研修会等へ積極的に参加するなど、自己啓発に努めて

いただくとともに、主に次の役割を果たしていただくよう、お願いします。 

① 企業内の公正な採用選考制度の確立と、人権問題への取り組みを推進する人事管理体制の整

備等に向けて中心的な役割をお願いします。 

② 従業員に対し、同和問題をはじめとする人権問題についての正しい理解と認識を深めていく

ため、研究計画の策定及び実施に関して中心的な役割をお願いします。 

③ 関係行政機関との連絡窓口をお願いします。 

 

 

 

 ① 常時使用する従業員数が 25人以上の事業所について、「推進員」の設置をお願いします。 

（但し、工場、支店、営業所等については人事権（採用権）を有する事業所。） 

② ①の他、大阪府知事または公共職業安定所長が管轄する地域において、推進員を選任するこ

とが適当であると認める事業所。 

 ＊特に大阪府においては、公共性の高い社会福祉法人、医療法人、学校法人や、事業とし    

  て個人情報を取り扱うことの多い職業紹介事業者や結婚紹介事業者等については、25人 

  未満の事業所であっても「推進員」の設置をお願いしています。 

 

 

 

 

 

 

 別紙の所定様式により河内柏原公共職業安定所へ提出することにより、河内柏原公共職業安定

所長、及び大阪府知事への届出となります。 

 

 

 

 

 

 従業員に対する人権啓発研修計画を策定した時、及び従業員に対して人権啓発研修を実施した

時は大阪府知事に報告してください。 

 

 

 

 

 

「公正採用選考人権啓発推進員制度」に関するお問合せ先 

大阪府商工労働部雇用促進室労政課労働福祉グループ   ＴＥＬ  ０６－６９４４－６７６１ 

厚生労働省大阪労働局職業安定部職業対策課    ＴＥＬ  ０６－４７９０－６３１０ 

河 内 柏 原 公 共 職 業 安 定 所    ＴＥＬ  ０７２－９７２－００８１ 
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事業所名

担当者名

　　TEL

　　FAX

メールアドレス

（担　当　：　藤井　貴之　、　東　努）

※FAXをいただきましたら、事務局より連絡させていただきます。

柏原市企業人権連絡協議会宛

（事務局：市役所人権推進課）

FAX　：　０７２－９７２－２１３１

○柏原市企業人権連絡協議会へ加入します
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アセスメントシートと第１表～第３表のポイント 

 

１．アセスメントシート（課題分析表）                    

  アセスメントとは「①利用者の情報を収集②利用者が抱える課題の整理・分析③

自立支援に向けた意欲的な取り組みへの働きかけ」を行なうことです。この一連の

流れを適切に実施するために使用するのがアセスメントシートです。 

アセスメントシートには決まった様式はありません。ただし、以下の課題分析標

準項目を備えたものを使用することが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○基本情報に関する項目 ○課題分析に関する項目 

利用者に応じて、それぞれ特に重要

な項目については、ケアマネジャー

としての客観的な立場からの見立て

も行うようにします。 
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２．【第１表】居宅サービス計画書（１）                    

 第１表は、「利用者及び家族がどのような生活をおくることを望んでいるか」をも

とに、居宅サービス計画全体の方向性を示す帳票です。 

 

 

 

（１）…アセスメントにより導き出した、利用者及び家族が様々な問題を抱えながら

も「どのような生活をおくっていきたいと望んでいるか」について、利用者

の言葉で、できるだけ具体的な内容を記載します。 

（２）…利用者の被保険者証に記載されている審査会の意見を記載します。記載がな

い場合は「なし」と記載します。 

（３）…利用者及び家族が望む生活に向けて、サービス担当者会議で話し合った内容

をもとに、利用者及び家族を含むケアチーム全員が目指す共通の方針を記載

します。ケアチーム全員で目指す方針ですので、個別のサービス内容を記載

することは望ましくありません。また、第２表の「長期目標」を総合化した

内容でもあります。 

（４）…居宅サービス計画に「生活援助中心型の訪問介護」を位置付ける場合は、算

定理由となる根拠が必要となります。アセスメントにより生活援助中心型の

必要性を導き出し、算定理由となる根拠を選択あるいは記載します。 

 

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 
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３．【第２表】居宅サービス計画書（２）                    

 第２表は、第１表で示された「利用者及び家族の望む生活」を実現するため、アセ

スメントにより導き出された様々な生活課題（ニーズ）をどのように解決していくの

か、具体的な手段を示す帳票です。 

 

 

 

（１）…第１表の「利用者及び家族の生活に対する意向」との関連付けに気をつけな

がら、アセスメントにより導き出した「生活課題」を記載します。ただし、

単に困った問題状況を記載するのではなく、「～できるようになりたい」「～

したい」というように、利用者及び家族が前向きな気持ちで「自分たちの課

題（ニーズ）」としてとらえる事ができるような記載をする事が大切です。 

（２）…「①利用者自身が取り組めること」「②家族や地域の協力でできること」「③

ケアチームが支援すること」の３つを整理し、利用者がどのような事に取り

組めば、現状を維持・改善、または病状の悪化等を少しでも緩やかできるか

考えた目標を記載します。これらの目標を達成するために、利用者及び家族

だけでは解決できない問題をサービスによって手助けするのが自立支援で

あり、サービスを利用する事を目標にしてしまわないように気をつけます。 

（３）…利用するサービスの内容を単に記載するのではなく、目標を達成するために

必要な支援のポイントやセルフケア・家族の役割等を記載します。 

（１） （２） 

第２表は左から右への流れを意識する事が大切。 

このように過ご

したいという利

用者及び家族が

望む生活 

理想的な状態に近づ

くために、利用者が

まず取り組むかんた

んな動作・行動 

望む生活を阻害する

要因があるが、それ

らが解決されるため

の理想的な状態 

（３） 
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４．【第３表】週間サービス計画表                       

第３表は、第２表で計画した具体的な支援内容を、週単位で視覚的に把握すること

ができるように示した帳票です。 

 

 

 

（１）…それぞれの支援と利用者の生活における関連性が把握できるように、介護サ

ービスの利用日のみを記載するのではなく、インフォーマルサービスや家族

の支援、利用者のセルフケアなどについても記載します。また、介護サービ

スについて、提供されている支援内容も記載するようにします。 

（２）…利用者の起床から就寝までの一日の生活リズム（整容・食事・排泄・日中の

過ごし方・外出・日課など）を記載します。また、必要に応じて介護者が不

在の時間帯等についても記載します。 

（３）…サービスの全体像が把握できるように、ショートステイや福祉用具貸与、住

宅改修、通院状況等の中長期的なサービス内容について記載します。 

 

 

 

 

 

（１） （２） 

（３） 
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平成２４年度 ケアプラン点検において多かった作成事例 
 

アセスメントシート 

（課題分析表） 

 

・利用者の生い立ちから介護が必要になるまで、どのような

生活をしてきたか読み取る事ができる記載が不足してい

る。 

・利用者が得意な事や趣味、性格や考え方など、利用者自身

がどのような人物であるか読み取る事ができる記載が不足

している。 

・課題分析に関する項目について、ケアマネジャーとしての

客観的な立場からの自立支援に向けた見立てが記載されて

いない。 

 

【第１表】 

居宅サービス計画書（１） 

 

＜利用者及び家族の生活に対する意向＞ 

「お風呂に入りたい」や「これからもデイサービスに通いた

い」など、将来の目標とする生活に対する意向ではなく、単

に目の前の事柄に対する意向が記載されている。 

 

＜総合的な援助の方針＞ 

「訪問看護を利用することにより」といった具体的なサービ

ス名が記載されている。 

 

【第２表】 

居宅サービス計画書（２） 

 

＜長・短期目標＞ 

「定期的に受診する」や「介護サービスを利用して」など、

サービスの利用が目標であるような記載がされている。 

 

【第３表】 

週間サービス計画表 

 

サービス名のみで、提供する事業所名や具体的なサービス内

容の記載がされていない。 

 

＜主な日常生活上の活動＞ 

利用者の一日の生活の流れが記載されていない。 

 

【第４表】 

サービス担当者会議の要点 

 

・一部の意見のみで、ケアチーム全員の意見が記録されてい

ない。 

・欠席者に意見を事前に照会した記録が残されていない。 

 

【第５表】 

居宅介護支援経過 

各短期目標に対してのモニタリングの結果が記録されていな

い。 
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ケアプラン作成のポイント 
  

○アセスメントシート（課題分析表）                         

 ・利用者や家族に関して聞きとった情報を可能な限り記録してください。 

（利用者や家族の人柄、それぞれの思い、日常生活の様子、介護が必要になるまでどの 

ような生活をしてきたか、抱えている問題など） 

 ・初回アセスメント時など、立ち入った聞き取りが難しい場合は、「ケアマネジャーからの

質問内容」や「質問に対する利用者、家族の反応」などを記録しておきましょう。 

 ・課題分析に関する項目について、必要に応じ、アセスメントにて聞きとった内容とケア

マネジャーとしての客観的な立場から各項目に対する見立てを行い記録しておきましょ

う。 

 

○【第１表】居宅サービス計画書（１）                        

＜利用者及び家族の生活に対する意向＞ 

・利用者や家族が将来にわたってどのような生活をしたいのか、どのように過ごしてい 

きたいと思っているかを利用者、家族の言葉で記録してください。 

＜総合的な援助の方針＞ 

・利用者や家族、主治医などを含むケアチーム全員で目指す方針ですので、具体的なサ 

ービス名の記載は避けましょう。 

 

○【第２表】居宅サービス計画書（２）                        

＜短期目標＞ 

・利用者自身が自立に向けてまず取り組む事をわかりやすい言葉で記載してください。 

「定期受診」や「介護サービスを利用して」などの記載が見られましたが、これらは

短期目標を達成するための手段であり、目標ではない事を再確認してください。 

 

○【第３表】週間サービス計画表                           

・各サービスの名称と提供時間だけでなく、サービスを提供する事業所名やそれぞれのサ

ービスで行っている内容についても記載してください。 

・利用者が起床から就寝までに行っている事など、一日の生活のリズムも記載しましょう。 

 

○【第４表】サービス担当者会議の要点                        

・サービス担当者会議においては、ケアチーム全員の意見を聞き取り記録してください。 

・欠席者については、事前に会議の検討項目に対する意見を照会しておき、その内容を会 

議においてケアチームに伝えたうえで、記録してください。 

 

○【第５表】居宅介護支援経過                            

・支援経過は見出しをつけるなど、項目ごとに整理し、見やすい記載を心がけてください。 

・モニタリングは短期目標に対して行ってください。また、満足度の根拠として、各サー

ビスに対する利用者や家族の感想などを記録してください。 

 

○【第６表】サービス利用票（兼居宅サービス計画）                  

・医療系サービスの導入にあたっては、必ず主治医の指示を確認・記録し、継続的な確認 

も必ず行ってください。 
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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成18年4月施行）について 

 

 

 

高
齢
者
虐
待
防
止
法
に
よ
る
定
義 

１ 養護者による高齢者虐待（家庭内虐待） 

２ 養介護施設従事者等による高齢者虐待 

「養護者」とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者以外のもの」 
⇒ 高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等 

「養介護施設従事者」とは、老人福祉法及び介護保険法に定める養介護施設若しくは養介
護事業の業務に従事する職員 

養介護施設 養介護事業 

老人福祉法
による規定 

・老人福祉施設 
・有料老人ホーム 

・老人居宅生活支援事業 

介護保険法
による規定 

・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・介護療養型医療施設 

・地域密着型介護老人福祉施設 
・地域包括支援センター 

・居宅サービス事業 
・地域密着型サービス事業 
・居宅介護支援事業 
・介護予防サービス事業 

・地域密着型介護予防サービス事業 
・介護予防支援事業 

◎身体的虐待 

暴力行為などで身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、外部との接触を意
図的、継続的に遮断する行為 

・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、やけ
ど・打撲させる 

・ベットに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘束、
抑制する／等 

◎心理的虐待 

脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、
情緒的に苦痛を与えること 

・排泄の失敗等を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をか
かせる 

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う。侮辱を込めて子どものように扱う。 

・高齢者が話しかけているものを意図的に無視する／等 

◎性的虐待 

本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又はそ
の強要 

・排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する 

・キス、性器への接触、セックスの強要／等 

◎経済的虐待 

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理
由なく制限すること 

・日常的に必要な金銭をわたさない・使わせない 

・本人の自宅等を本人に無断で売却する・年金や預貯金を本人の意思・利
益に反して使用する／等 

◎介護・世話の放棄・放任（ネグレクト） 

意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行ってい
る家族が、その提供を放棄又は放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身
の身体・精神状態を悪化させるていること 

・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている 

・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわ
たって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある。 

・室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる 

・高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限した
り使わせない 

・同居人による高齢者虐待と同様の行為を放置すること／等 

 

 高齢者虐待の具体例 

虐
待
防
止
法
の
し
く
み 

発見者 虐待発生の場所 虐待の状況 通報義務 

・虐待を発
見した者 

・養介護施
設従業者等 

・家庭など養護者による
養護が行われている場 

・養介護施設・養介護
事業 

・高齢者の生命・身
体に重大な危険が
生じている場合 

・通報しなければならな
い（義務） 

・上記以外の場合 ・通報するよう努めなけれ
ばならない（努力義務） 

・養介護施
設従事者等 

・自身が従事する養介
護施設・養介護事業 

・虐待の程度にか
かわらず 

・通報しなければならな
い（義務） 

１ 通報の義務 

２ 虐待対応のフロー 

通
報 

市町村 
・高齢者の安全及び虐待事実の確認 

・被虐待者及び養護者の支援 
老人福祉法及び介護保険法 
による権限行使 

都道府県・市町村 
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柏 高 内 第 ２ １ 号 

柏 福 指 内 第 １ ８ 号 

平成２５年２月１４日 

 

 

各 施 設 長  様  

 

 

                    柏原市健康福祉部高齢介護課長 

                            福祉指導監査課長 

 

 

社会福祉施設等における防火安全体制の徹底及び点検について（通知） 

 

 

 平成２５年２月８日に、長崎県の認知症高齢者グループホームにおいて発生した火災

により、多数の入居者が死傷するという痛ましい事故が発生しました。 

この事故を受けて、平成２５年２月９日付けで、厚生労働省老健局高齢者支援課認知

症・虐待防止対策推進室より、別紙のとおり事務連絡がありましたので通知します。 

貴施設におきましても、防火体制及び万一火災が発生した場合の消火・避難・通報体

制の確保等について再点検を行い、防火安全対策に万全を期すよう、従業者等に対し再

度周知徹底を行っていただきますよう、よろしくお願いします 

 

 

 

 

 

 

 

担当：柏原市健康福祉部 

高齢介護課介護業務係 

 TEL：072-972-1571（直通） 

福祉指導監査課 

TEL：072-971-5202（直通） 
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事 務 連 絡 

平成２５年２月１２日 

 

 

     都道府県 

 各 指定都市  民生主管部局 御中 

     中 核 市 

 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 祉 基 盤 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 総 務 課 

 

 

社会福祉施設等における防火安全体制の徹底について 

 

 去る２月８日、長崎県長崎市の認知症高齢者グループホームにおける火災の発生

により４名が死亡、８名が負傷し、また、同月１０日には新潟県新潟市の障害者グ

ループホームにおける火災により１名が死亡、５名が負傷するという痛ましい事故

が発生いたしました。 

 これを受け、総務省消防庁より、２月１２日付け消防予第５６号「認知症高齢者

グループホーム等に係る防火対策の更なる徹底について」（別添）が発出されたと

ころです。 

 貴部局におかれましては、社会福祉施設等における防火体制の確保及び万一火災

が発生した場合の消火・避難・通報体制の確保等、防火安全対策に万全を期すよう、

管内市町村及び関係団体等への周知徹底をお願いいたします。 

 併せて、厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室より、２月

９日付け事務連絡「認知症高齢者グループホームにおける防火安全体制の徹底及び

点検について」（参考１）、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地
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域移行・障害児支援室より、２月１１日付け事務連絡「障害者グループホーム・ケ

アホームにおける防火安全体制の徹底及び点検について」（参考２）、厚生労働省

老健局振興課・老人保健課より２月１２日付け事務連絡「小規模多機能型居宅介護

及び複合型サービスにおける防火安全体制の徹底及び点検について」（参考３）を

発出しておりますので、関係部局とも連携を図り、社会福祉施設等における防火安

全対策の更なる徹底が図られますようお願いいたします。 
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基本理念

基本方針

清流のせせらぎ、野原を渡るそよ風、木々のざわめき・・・・。
誰もの心にある、故郷の風景を彩る自然のささやきである。
　今、「環境」が大きく意識されている。しかし、豊かさに慣れた私たちは、
日常生活の便利さに漬かりきってしまい、どれだけ自然を傷め、環境に負
荷をかけているのか忘れてしまっている。
　本市は、大阪市の中心部からわずか 20㎞に位置するにもかかわらず、
市域の約３分の２が山地で占められ、ほぼ中央を大和川が流れるなど、大
阪府内でも有数の自然に恵まれた都市となっている。
　このかけがえのない環境を守り未来に伝えていくため、また、地球規模
での環境問題に対応するために、市役所の日常活動による環境負荷を可能
な限り抑えるとともに、地球に優しいライフスタイルの提言など、環境保
全活動を継続して展開するものである。
　緑と水にやすらぎ、心ふれあう魅力あるまちを目指して。

１　環境に配慮した市政を行うために、環境マネジメントシステムを構
　築し、継続的に環境改善活動に取り組みます。
２　環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動を積極的に実
　施します。
３　本市が行う行政サービスから想定される、環境に影響を与える側面
　を認識し、環境に対して有益なものは促進し、汚染の原因となるもの
　は予防します。
４　環境マネジメントシステムの構築により、市職員の環境意識を向上
　させ、環境負荷の低い行政サービスを目指します。
５　この環境方針を達成するため、具体的な目的・目標を設定し、継続
　的に改善します。
６　環境関連の法規制及び本市が合意した内容について遵守します。
７　この環境方針を、市役所で働くすべての人に周知するとともに、広
　く一般に公開します。

平成２５年３月１１日　柏原市長　中野隆司
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環境方針に基づく目的・目標

（環境目的は3年ごと環境目標は１年ごとに設定します）

1
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

庁舎の冷房温度を２８度に設定し、電気、ガスの消費量
の削減を目指す。

庁舎冷暖房機の省エネ運転の主旨を説明し、環境問題
に対する意識を市民と共有できることを目指す。

総務課

2
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

来庁者に庁舎冷暖房機の省エネ運転の主旨を説明し、環境問題に対
する意識を市民と共有できること及び将来の柏原市を担う柏原市職員
採用資格試験申込者に環境問題に取り組んでいる柏原市のＰＲをし、
環境問題意識の高揚を図ることを目的とする。

来庁者に対しては柏原市役所本館、別館及び教育センターの３か所
に啓発用ポスターを掲示し、採用試験申込者に対しては柏原市職員
採用資格試験要綱等に環境方針等を掲載し、柏原市の環境問題に対
する取組みの周知を図る。

人事課

3
本市が行う行政サービスから発生する環境汚染の原因
は、予防する。

防犯灯を地球環境に優しい省エネのＬＥＤ防犯灯に取り
替える

市内にある全防犯灯をＬＥＤ化する 危機管理課

4
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

環境啓発を公用車を介し、市民にアピールする
（100％）

環境啓発用のポスターを公用車に貼附する
（100％）

車両運行課

5
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

印刷物配布による啓発の実施
環境啓発メッセージの印刷された封筒を市民に20,000
部送付する。

納税課

6
本市が行う行政サービスから発生する環境汚染の原因
は、予防する。

紙使用量（10％） 　削減 紙使用量（4％）  　削減 契約検査課

7
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

契約工事業者（90％）に、柏原市のISO14001宣言都市
のロゴ入りパンフレットを配布する。

契約工事業者（80％）に、柏原市のISO14001宣言都市
のロゴ入りパンフレットを配布する。

契約検査課

8
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

当課及び関係課が使用する封筒等に印刷を行い、啓
発を実施する。

関係課実施に向けた課題整理等の調整を行う。 課税課

9
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

所属職員やその家族も含めた環境啓発活動の実施
職場や家庭で出来る環境に関する取り組みに積極的
に参加する。

財政課

10
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

手話教室等において環境をテーマにした講座を実施す
る。

手話教室において１回は環境をテーマにした講座を行
う。

社会福祉課

No テーマ 環境目的 環境目標 該当部署
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No テーマ 環境目的 環境目標 該当部署

11
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

環境問題に対する意識の向上 環境を意識したイベントの開催に取り組む。 こども課

12
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

高齢者に対しての環境啓発の推進
地区（柏原・国分地区）の高齢者（３０人程度）を対象に
各地区年１回は環境啓発グッズを使ったレクリェーショ
ンを行う。

高齢介護課

13
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

環境問題に対する意識の向上 福祉サービス事業所への環境啓発活動の推奨 福祉指導監査課

14
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

節電、適正暖房その他環境関連についての取り組みを
ＰＲする。

ワッペン、三角柱による啓発を行う。(年６回) 秘書課

15
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

職員の環境意識を向上させ、環境負荷の低い行政
サービスを目指す。

部主催行事で企画調整課と共同で年1回啓発物品を
配布する。

市民ふれあい課

16
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

ＦＭ放送「柏原市からのお知らせ」で月１回、環境啓発
に特化した番組を放送する。

ＦＭ放送「柏原市からのお知らせ」で月１回、環境啓発
に特化した番組を放送する。

広報公聴課

17
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

職員の環境意識を向上させ、環境負荷の低い行政
サービスを目指す。

部主催行事で市民ふれあい課と協働して年間１回啓
発物品を配布する。

企画調整課

18
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

ポスター掲示による啓発の実施 柏原市が取り組んでいる環境方針等の広報の実施 市民課

19
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

特定保健指導を実施
特定健康診査受診者のうち、特定保健指導対象者に
対する啓発活動

保険年金課

20
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

環境問題による意識の向上
市民大学講座や各種イベント開催時に啓発用パンフ
レットを設置する、

人権推進課
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No テーマ 環境目的 環境目標 該当部署

21
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

森林体験学習、創作活動など保健・文化・教育的利用
の場として高尾山創造の森（府民参加の森）を整備する

森林体験学習へ参加する小学校数（平成２４年度３校
を増やす）

産業振興課

22
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

環境フェアの開催 年に一度環境フェアを実施する 環境保全課

23
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

ごみ処理の現況とリサイクルの学習会開催 地元小・中学生３０名程度を対象に年に６回実施する 環境保全課

24
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

子供服リサイクルの促進 不要となった子供服を回収し、年2回配布する 環境保全課

25
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

循環型リサイクルの促進 リサイクル品目の回収量を８３０㎏とする 環境保全課

26
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

恩智川クリーンＵＰの開催
清掃活動を通じて、生活排水対策や河川愛護意識の
高揚を図る。年１回

環境保全課

27
本市が行う行政サービスから発生する環境汚染の原因
は、予防する。

紙使用量（10％） 　削減 紙使用量（10％）  　削減 環境保全課

28
本市が行う行政サービスから発生する環境汚染の原因
は、予防する。

廃棄物量(可燃)(10％)　削減 廃棄物量(可燃)(10％)　削減 環境保全課

29
本市が行う行政サービスから発生する環境汚染の原因
は、予防する。

電気使用量（10％）　削減 電気使用量（10％）　削減 環境保全課

30
職員の環境意識を向上させ、環境負荷の低い行政
サービスを目指す。

職員を対象に環境カウンセラーによる講演を受講する
年1回、環境推進委員、ISOリーダーを対象に環境カウ
ンセラーの講演を受講する。

環境保全課
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No テーマ 環境目的 環境目標 該当部署

31
職員の環境意識を向上させ、環境負荷の低い行政
サービスを目指す。 EMSの進捗状況を全職員に周知徹底する

月1回、ISO事務局がISO通信を作成し、庁内
LANの掲示板に掲載する

環境保全課

32
本市が行う行政サービスから発生する環境汚染の原因
は、予防する。

紙使用量削減
（りそな銀行に毎日提出している収支日計総括表のサ
イズをＢ４からＡ4に変更する。）

紙使用量削減 会計管理室

33
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

ポスター、チラシ等の啓示 明推協掲示板に掲示 行政委員会

34
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

選挙啓発用ティッシュを配布し、柏原市が環境問題に
積極的に取り組んでいるISO自己宣言都市であることを
周知する

選挙啓発用ティッシュを配布し、柏原市が環境問題に
積極的に取り組んでいるISO自己宣言都市であることを
周知する

行政委員会

35
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

環境問題意識等の啓発 ポスター、リーフレット等の掲示による啓発を行う。 議会事務局

36
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

部主催行事等で、環境に関するチラシ等を配布するとと
もに、ポスター等の掲示を行い、環境啓発活動を行う。

部主催行事等で、環境に関するチラシ等を配布し、環
境啓発活動を行う。（年２回以上）

用地課

37
本市が行う行政サービスから発生する環境汚染の原因
は、予防する。

当課で管理する施設（公園・緑地）の照明灯全体数の
20%をLED灯に交換する。

当課で管理する施設（公園・緑地）の照明灯全体数の
５%をLED灯に交換する。

公園緑地課

38
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

建 築 物 敷 地 内 に 植 栽 を 行 い 、 緑 化 を 推 進 す る 。
（100％）

建築確認申請時、業者に文書による緑化依頼をする。
（100％）

都市計画課

39
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

道路や水路における美化活動の推進 道路や水路における美化活動の普及を広報する。(5件) 道路水路整備課

40
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

下水道に関する啓発冊子の配布による環境啓発
市内の新小学四年生に下水道に関する啓発冊子を配
布し、下水道に関する理解を深める

経営総務課
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No テーマ 環境目的 環境目標 該当部署

41
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

口座振替の促進による環境啓発及び紙使用量の削減
水道料金の口座振替率を1年間で1.0％向上させること
を目指す。

経営総務課

42
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

生活排水処理対策としての公共下水道整備を促進す
る。

市民に下水道特集号（広報）を利用し説明することによ
り下水道事業の啓発に努める。

下水工務課

43
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

水道水の飲用行動の促進
ご家庭の蛇口まで届けられた水道水を飲むだけでも、
田の飲料水の運搬に関わる排気ガスなどの削減につ
ながり、環境に貢献できることをＰＲする。

水道工務課

44
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

環境問題意識を児童・生徒及び保護者と共有するた
め、環境啓発活動を実施する。

学校での検診時、受付に環境に優しい検診用品を使用
していることを表示することにより、受診者の100%に周
知する。

学務課

45
本市が行う行政サービスから発生する環境汚染の原因
は、予防する。

各教員の資源消費の節約意識を高めると同時に、漏水
事故等の早期発見と防止に努める。

各学校園に対して、電気・ガス・水道使用量をこまめに
チェック・報告するよう指導する。

教育総務課

46
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

広報誌に学校園の取組を掲載する ３校園以上の取組を広報誌に掲載する 指導課

47
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

スポーツイベント参加者に対し環境問題意識を共有で
きることを目指す。

スポーツイベント開催要項及びパンフレットに環境啓発
に関する啓発文を掲載すると伴に、イベント終了後に会
場内のゴミ等を収集するよう呼び掛ける。

スポーツ振興課

48
環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動
を積極的に実施する。

大和川に生息する主な魚類を展示して、大和川の水質
改善を市民に知らせ、水環境改善のための啓発活動を
行う。

大和川に遡上してきた天然アユを年間を通して２匹以
上展示する。

社会教育課
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柏原市健康福祉部福祉指導監査課 

 

 〒５８２-８５５５ 大阪府柏原市安堂町１番５５号 

 電話 ０７２-９７２-１５０１（代表） 

    ０７２-９７１-５２０２（直通） 

 F A X ０７２-９７０-３０８１ 

 ホームページ http://www.city.kashiwara.osaka.jp/fukushishido/ 

 Ｅメール   fukushishido@city.kashiwara.osaka.jp 
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